
「サンドーム壱岐」利活用に係る公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 趣 旨 

 遊休施設となっているサンドーム壱岐について、民間が保有するノウハウや資金を最大限

に活かした新たな起業の促進や雇用の創出など、地域の活性化に資する利活用を図るため、

事業者等から広く提案を募集し、貸付候補者を公募プロポーザルにて選定し、当該施設の貸

付を行う。 

 

２ 概 要 

（1） 貸付施設 サンドーム壱岐本館（壱岐市勝本町布気触９７７番地） 

※駐車場については、優先交渉者決定後に協議する。 

（2） 貸付期間   貸付期間については応募者から提案を求めるものとする。 

          ※なお、貸付期間については１０年以内とし、それ以降は、更新する

ものとする。 

（3） 貸 付 料      貸付料については応募者から提案を求めるものとし、選定委員会にお

いて選定した契約候補者と市が協議の上、決定するものとする。 

（4） 条  件   当該施設の改修にかかる費用については、契約候補者にて負担するこ

ととする。なお、当該施設の利用を終了したとき又は契約の許可を

取り消されたときは、速やかに現状回復を行うこと。 

                    

３ 契約候補者の選定方法 

公募型プロポーザル方式とします。 

 

４ 参加資格 

サンドーム壱岐の利活用に係る公募型プロポーザル参加者は、下記に掲げる資格要件を 

全て満たす者とする。なお、資格要件を満たさない者は、審査から除外する。 

(1) 法人等の団体であること。（一定の団体であれば、法人格は問わない。）  

(2) 地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第167 条の4 に該当しない者であること。 

(3) 公告の日から参加申出書の提出期限までの間に、壱岐市の発注に関する契約にかかる指

名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 国税、地方税及び各種使用料等の未納がない団体であること。 

 

５ 質問について 

本要項に関する質問がある場合は、「質問書」（様式第５号）に必要事項を記入のうえ、

下記により提出すること。 

(1)  提出期限 

令和８年４月２１日（火） 

(2)  提出方法 

メール（アドレス：iki-kankou @city.iki.lg.jp）により、「質問書」（様式第５号）を



送付するとともに、受信確認のための電話をすること。（TEL：0920-48-1130） 

(3) 回答方法 

質問に対する回答は、壱岐市ホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質

問者の具体の提案内容に密接に関わる場合は、質問者に対してのみ回答する。 

 

６ 施設見学について 

 当該施設の見学を希望される場合は、下記期日までに申し出ること。 

(1)  申出期限 

令和８年４月２１日（火） 

(2)  申出方法 

メール（アドレス：iki-kankou @city.iki.lg.jp）または電話（TEL：0920-48-1130）に

より、申し出を行うこと。 

 

７ 「公募型プロポーザル参加申請書」の提出について 

公募型プロポーザルに参加する場合は、「公募型プロポーザル参加申請書」（様式第１

号）に必要事項を記入の上、下記により提出すること。 

(1)  提出期限 

令和８年４月３０日（木） 

(2)  提出方法 

メール（アドレス： iki-kankou @city.iki.lg.jp ）により、「公募型プロポーザル参加

申請書」（様式第１号）を送付するとともに、受信確認のための電話（TEL：0920-48-

1130）  をすること。 

 

８ 企画提案書類の提出について 

（1） 提出書類および提出部数 

下記（2）に定める期限までに下表の書類一式を提出すること（郵送も可能だが、提出期

限までに必着すること）。原則Ａ４サイズとするが、図表の都合上、一部用紙サイズを変更

しても差し支えない。併せて下表１～２の電子ファイル（10MB以内のPDFファイル）をメー

ルにて送信し、受信確認のための電話をすること（TEL：0920-48-1130）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（2）提出期限 

令和８年５月７日（木）１７時まで（※必着） 

（3）提出先 

〒811－5192 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562 壱岐市役所 地域振興部 観光課 

Email：iki-kankou @city.iki.lg.jp 

（4）留意事項 

・提出された企画提案書類は当該施設の貸付先の選定のみに使用する。 

・企画提案書類の作成に要した費用等は提案者の負担とする。 

・提出された企画提案書類は返却しない。 

・本要項に示した公募参加の資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした者の提出した提案

書は無効とする。 

・提案書は、情報公開請求を受けた場合、市情報公開条例に基づき原則として開示する。 

 

９ 提案の辞退 

「公募型プロポーザル参加申請書」（様式第１号）の提出後に参加を辞退する場合は、令和

８年４月３０日（木）１７時までに「参加辞退書」（様式第６号）を、上記８（３）まで提

出すること。 

 

１０ 提案の評価及び選定 

(1)   応募のあった企画提案書について、選定委員会において、別紙「審査基準表」に基づ

き企画提案書の内容を総合的に審査し、評価をしたうえで、契約候補者を選定する。審

査委員会は非公開とし、開催日程、開催場所等の詳細は後日通知する。 

(2)  提案者が1社の場合は、審査委員全員の合計点数が満点に対して60％以上に満たされた

場合は、契約候補者として選定するものとする。 

 

１１ 選考結果の通知 

選考結果については、提案者に対し、契約候補者及び次点者について電子メール及び書面

により通知し、壱岐市ホームページにて公表する。契約候補者の名称は公表し、次点者の社

名は非公表とする。なお、選定内容及び順位等の問い合わせについては、一切受け付けない

ものとする。 

 

１２ プロポーザルの取扱い 

(1) プロポーザルの提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

(2) 提出されたプロポーザルは返却しない。 

(3) 応募プロポーザルの著作権は、その応募者に帰属する。 

(4) 採用したプロポーザルの使用権は、壱岐市に帰属する。 

(5) 提出されたプロポーザルは、本プロポーザルにおける選定作業以外には原則として使

用しない。選定に必要な範囲において複製を作成することがある。 

(6) 提出期限後におけるプロポーザルの提出、再提出、差替えは原則認めない。 

 



１３ スケジュール 

① 公募開始                 令和８年４月８日（水）              

② 質問受付締切               令和８年４月２１日（火）           

③ 質問に対する回答             令和８年４月２４日（金）まで随時       

④ 公募型プロポーザル参加申請書の提出締切  令和８年４月３０日（木）   

⑤ 企画提案書等の提出締切          令和８年５月７日（木）        

⑥ 審査（プレゼンテーション審査）      令和８年５月１１日（月）（予定） 

⑦ 審査決定通知               令和８年５月１５日（金）（予定） 

⑧ 契約締結                 令和８年６月以降 

  

１４ 問い合わせ先 

部署名：壱岐市役所地域振興部観光課 

担 当：小嶋・澤田 

住 所：〒８１１－５１９２ 長崎県壱岐市郷ノ浦本村触５６２ 

電 話：０９２０－４８－１１３０ 

ＦＡＸ：０９２０－４８－１１２０ 

メール：iki-kankou @city.iki.lg.jp 

 


